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Chat GPTに聞いてみた！
AIが仕事に与える影響は１０年ほど前から議論されるようになったが、大半はどの職業がどの程度AIで代替されそう
かといった仮定のもとに予測する類のものだった。社労士業は３つの大きな柱があるが、1号業務と呼ばれる手続代行
業務は近年オンライン化が進み、予測通り今後AIに代替されることになるだろう。自身にも“リスキリング”という言葉が
呪文のように迫ってくる今日この頃である。

“そもそも生成AIとは何なのだろうか？チャットGPTに聞いてみた。”生成”という言葉の意味も含めて知りたかったので、
「生成AIとは?」と聞いてみたら、単なる「AI」の説明が返ってきた。“適切な指示が鍵”、“問いの立て方を設定するのは人
間”、という意味がわかったような気がした。

最近のAI研究はおもしろい！
実際の職場にAIを導入した効果を、仕事や生産性に与えるミクロレベルのデータを用いて実証的な研究が進んできて
いる。東大の川口大司教授らによる研究によると、AIがタクシードライバーの生産性に与える影響を乗務データから推
測したところ、ＡＩの生産性上昇効果は低スキルの人に集中していた。先行する海外の論文からも、同様に生産性の低
い人ほど改善効果が大きかったという論文が発表されている。 ITは高スキルの人の価値を高める方向に働いてきたと
するこれまでの研究結果とは異なる研究結果だ。非常に興味深い。

節約できた時間を有効に活用できているのだろうか？
IT技術の進歩は、業務遂行において時短の効果を生み出した。はたして節約できた「時間」を有効に活用できている
のだろうか？新型コロナウイルスの世界的大流行により、世界２７か国の調査によると、２１年と２２年では、一人当たり
の通勤時間が週平均2時間ほど短くなったとのこと。余った時間が一体どのように使われていたかというと、「さらなる仕
事に費やされた割合」が約４０％で首位を占め、「レジャーや育児に当てられた時間」を上回っていた。ネット上で共有可
能なカレンダーやテレビ会議システムの普及により、予定が一段と詰め込まれるようになったことも仕事が減らない一因
になっているのではないかとも指摘されている。
果たして私は・・・？などと考え出したら、レジュメ作成が進まなくなってしまったので、後ほど皆様と色々意見交換
できたら幸いです。 今日はどうぞよろしくお願いいたします。

＜生成AIとは＞
AIを用いてクリエイティブな成果物を生み出すことができるのが特徴的で、生成でき
るものは楽曲や画像、動画、プログラムのコード、文章など多岐にわたる。
ジェネレーティブAI（Generative AI）」とも呼ばれる。

Chat GPTに聞いてみました！
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人的資本経営において監査役の役割とは何でしょうか？

人的資本経営において、監査役は、以下の役割を果たします。
•人的資本の重要性を認識し、経営陣に浸透させる。
•人的資本の戦略的計画の策定と実行を監査する。
•人的資本の投資効果を評価する。
•人的資本のリスクを管理する。

監査役は、経営陣の意思決定を客観的かつ独立に監査することで、人的資本
経営の健全性を確保する重要な役割を担っています。
具体的には、監査役は、以下の点について監査を行う必要があります。
•経営陣が人的資本をどのように捉えているか。
•経営陣が人的資本の戦略的計画をどのように策定・実行しているか。
•経営陣が人的資本にどのように投資しているか。
•経営陣が人的資本の投資効果をどのように評価しているか。
•経営陣が人的資本のリスクをどのように管理しているか。

監査役は、これらの点について監査を行うことで、経営陣が人的資本経営を
適切に行っているかどうかを確認することができます。また、経営陣が人的資
本経営に関する問題を認識し、適切な対応を行うための助言を行うことも監査
役の役割です。

人的資本経営は、企業の持続的な成長と競争力強化のために不可欠な経営
戦略です。監査役は、経営陣の意思決定を客観的かつ独立に監査することで、
人的資本経営の健全性を確保し、企業の成長と発展に貢献することができます。

出所：Google Bardにて2023年6月9日作成
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人的資本経営において、社内監査役は、経営陣の補佐役として、人的資
本を適切に活用し、企業価値を向上させるために、以下の役割を担ってい
ます。

•人材の採用・育成・評価・処遇に関する方針および実態の策定・
実行支援

•人材の多様性・ダイバーシティの推進
•人材の安全衛生および健康管理
•人材の労働環境の改善
•人材の報酬・福利厚生の改善
•人材の知的財産権の保護

社内監査役は、経営陣と連携してこれらの役割を担うことで、企業の人
的資本経営を強化し、企業の持続的成長に貢献することができます。

人的資本経営は、企業の持続的成長のためにますます重要になってき
ています。社内監査役は、経営陣の補佐役として、人的資本を適切に活
用し、企業価値を向上させるために、積極的に役割を果たしていくことが
期待されています。

人的資本経営において社内監査役の役割とは何でしょうか？
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人的資本経営において、社外監査役は、経営陣が人的資本を適切に活
用し、企業価値を向上させているかどうかを監査する役割を担っています。
具体的には、以下の点について監査を行います。

•人材の採用・育成・評価・処遇に関する方針および実態
•人材の多様性・ダイバーシティの推進状況
•人材の安全衛生および健康管理
•人材の労働環境
•人材の報酬・福利厚生
•人材の知的財産権の保護

社外監査役は、経営陣から独立した立場からこれらの点について監査
を行うことで、経営陣が人的資本を適切に活用し、企業価値を向上させて
いるかどうかをチェックし、是正を促す役割を担っています。

人的資本経営は、企業の持続的成長のためにますます重要になってき
ています。社外監査役は、経営陣が人的資本を適切に活用し、企業価値
を向上させているかどうかを監査することで、企業の持続的成長に貢献す
ることができます。

人的資本経営において社外監査役の役割とは何でしょうか？

出所：Google Bardにて2023年6月9日作成
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技術監査ゼミ 7月行事案内

内 容：“資金”がないと経営ができない時代から、
”人“がいないと経営ができない時代になりました。



令和22 （ 2 0 4 0 ） 年までの人口構造の変化

（資料出所）総務省「国勢調査」「人口推計」（各年10月１日現在）（2021年まで）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）（2016年以降）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成
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・ 65歳以上人口は、平成12（2000）年から令和７（2025）年にかけて急増。令和７（2025）年から令和22（2040）年
にかけては増加が緩やかになる。

・ 20歳～64歳人口は、令和７（2025）年から令和22（2040）年にかけて減少が更に進む。

65歳以上人口 20歳～64歳人口

2000 2015 2025 2040

65歳～74歳

25年間 15年間

+142.0%

2,204

901

75歳以上

3,677

高齢者人口の急増

+66.8%

3,921
+6.6%

高齢者人口の増加が
緩やかに

2,239

+2.7%
7,888

6,635

25年間 15年間

▲16.0%

▲16.5%

生産年齢人口 
の減少が更に進む

団塊の世代が
全て65歳以上に

団塊の世代が
全て75歳以上に

団塊ジュニアが
全て65歳以上に

5

団塊の世代が
全て65歳以上に

団塊の世代が
全て75歳以上に

団塊ジュニアが
全て65歳以上に

20歳～64歳

2,180

5,543

出所 ： 厚生労働省 「経済社会と働き方の変化等について 」 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 9

これまでとは全く違う
労働供給制約が起きている
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２０２２年の「合計特殊出生率」、過去最低の１．２６、出生数も初の８０万人割れ

✓厚生労働省は６月２日、２０２２年の日本人の人口動態統計
（概数） を発表。
✓１人の女性が生涯に産む子どもの推計人数を示す「合計特殊
出生率」は、１９４７年以降で最低の 「１．２６」。

✓１年間に生まれた子どもの数（出生数）は７７万７４７人で、
１８９９年の統計開始以来、初めて８０万人を割り込み、
過去最少を更新。

こども未来戦略会議 「こども未来戦略方針」（6月13日閣議決定）

２０２４年度から３年間かけて「こども・子育て支援加速化プラン」を集中的に取り組むと
発表。3年間で事業費ベースで年3兆円台半ばの財源が必要だが、財源論は後回し。

岸田首相が掲げる異次元の少子化対策

◆企業に関係する主な取組
・児童手当の拡充：所得制限撤廃、高校生年代まで支給延長
・育児休業給付：産後パパ育休の給付率引上げ（手取り8割相当から10割相当）
・雇用保険：パート、、アルバイトなどへの適用拡大
・出産費用の保険適用の導入
・育児期の柔軟な働き方支援：在宅拡充（３歳までのテレワーク努力義務、

残業免除（小学校就学前までに延長）、
選択的週休３日制の普及 等

東京都1.04
全国最低

経済同友会 新浪剛史代表幹事（2023.6.14記者会見）
「（日本）の子どもの7人に1人が困窮化している状況を考えると、
大反対であり、所得がたくさんある人に（給付が）本当に必要
なのか？国に必要なことは経済3団体（経済同友会、経団連、
日本商工会議所）が一つの声になって（求めて）いきたい」

経済界の反応に当事者たちはどう感
じたのだろうか？

オンラインに寄せられていたコメント
を見ると・・・

財源・・・社会保障の歳出削減や社会
保険料への上乗せを想定する「支援
金制度（仮称）の創設？！



出所 ： 今後の仕事 と育児 ・ 介護の両立支援に関する研究会 （ 第 5 回 ） 資料 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 11

妊娠・出産・育児期の両立支援制度



社会課題の構
造

少子高齢化

外交・国際・紛争

労働・雇用・経済

資源・エネルギー

災害

食料

地域

犯罪・倫理

教育

交通・インフラ

精神・自殺

貧困

差別・人権

政治・社会保障

環境

医療

多くの課題の原因 と
なる根本課題が存在

少子高齢化

地域格差 

貧困

労働・雇用・経済

交通・インフラ

政治・社会保障

災害

資源・エネルギー

食料

差別・人種

外交・国際・紛争

犯罪・倫理

精神・自殺

教育

医療

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

社会課題は、複数の課題が絡み合う複雑(Complex)な構造となっている
(故に、他の課題よりも解決が困難)

社会課題の分類 社会課題俯瞰図

出所：京都大学経営大学院×日経ビジネススクール「SDGsで発展する持続可能な企業経営」第1回講義（ ABeam Consulting）

多くの課題の原因となる根本課題が存在する「少子高齢化」
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包括的なアプローチの必
要性

出所：京都大学経営大学院×日経ビジネススクール「SDGsで発展する持続可能な企業経営」第1回講義（ ABeam Consulting）

少子高齢化

出生率の低下

人口減少高齢出産のリスク

晩婚化

女性の社会進出拡大

キャリア優先

待機児童増加

価値観の変化

保育士不足

不妊治療が高額・負担大

支援体制が不十分
長時間労働

ストレス増加

都市一極集中

金銭的不安の増加

教育費の負担増加

生まない選択の増加 不妊の増加

核家族化

結婚への意識変化

仕事との両立が困難

そのため、単一の社会課題だけでなく社会システム全体の構造を捉え
ながら、包括的にアプローチしていくことが重要

少子高齢化のシステム構造(一部抜粋)

少子高齢化がもたらす多くの課題へのアプローチ

Copyrights©Parite ,All Right Reserved 13

企業が優秀な人材を惹きつけて、かつ活かしていくには、こうした課題を認識し、それに合わせた柔軟な制度や
仕組みを創出していくことが肝要なのではないだろうか。



２． 2023年から2025年の主な法改正
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2023年から2025年の主な法改正

施行年 改正内容 法律等 施行日 対象

２０２３年 ①１1月60時間を超える時間外労働の
割増賃金率引上げ

労働基準法 4月1日 中小企業
（大企業は2010年4月から適用）

②育児休業取得状況の公表の義務化 育児・介護休業法 4月1日 従業員数が常時1,001人
以上の企業

③人的資本情報の記載の義務化 企業内容の開示に関す
る内閣府令

・2023年1月31日公布・施行
・同年3月31日以後終了する
事業年度に係る有価証券報
告書等から適用

有価証券報告書の提出
義務がある企業

２０２４年 ④「建設事業」「自動車運転の業務
（ドライバー）」「医師」における時間
外労働の上限規制の猶予期間が終
了

労働基準法 4月1日 建設業、自動車運転の
業務を必要とする事業
者、病院•診療所など

⑤社会保険の適用拡大 厚生年金保険法・
健康保険法

10月1日 従業員数が常時51人
以上の企業

⑥障害者雇用率の引上げ 障害者雇用促進法 4月1日 従業員が一定数以上
の規模の事業主

⑦労働条件明示ルールの変更 労働基準法施行規則 4月1日 全企業

２０２５年 ⑧高年齢雇用継続給付の見直し 雇用保険法 4月1日 全企業

出所 ： 厚生労働省 「 経済社会 と働き方の変化等について 」



2023年施行の法改正

① 1月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ     

② 育児休業取得状況の公表の義務化                                        

③ 人的資本情報の記載の義務化                                                 
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【①の動向】   残業削減へ中小企業「対応済み」、1割

中小企業には実質適用猶予期間が4年間あったが、対応が思うように進んで
こなかったのが実情がある。

出所 ： 日本経済新聞 （ 2 0 2 3 . 5 . 6 ）

●エン・ジャパン調査（2023年2月実施）

✓時間外労働の削減や業務内容の見直し、社員の採用などの対応を「実施済み」 １１％
✓賃金割増率の引上げで経営に支障が出る ４０％
✓対応が未定 ４３％
✓残業時間が少なく対応の必要がない １５％

➢ 神奈川県の中小部品メーカーの社長

ここに来て、急速に受注が回復し、現場はフル稼働状態。
足元の急速な人手不足で中途採用は難しく、残業の割増分を支払わざるを得ない状況。

➢ 神奈川県の部品製造会社の社長

残業代が増えることを考えると、ベアに慎重にならざるを得ない。

➢ みずほリサーチ＆テクノロジーズ 酒井主席エコノミスト
「残業代増加は経営コストを引き上げる。今後の中小の賃上げの下押し要因になりかねない」と指摘。

1月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ     
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【②の動向】 育児休業取得率の開示制度の拡充の検討

次世代育成支援対策推進法の事業主行動計画に、

男性の育休取得を含めた育児参加や育休からの円滑
な職場復帰支援、育児のための時間帯や勤務地への
配慮等に関する目標・行動を義務付けるとともに、
育児・介護休業法における育児休業取得率の開示
制度の拡充を検討する。【厚生労働省】

【企業の取組事例】 男性の育休取得を促すための積極的な取組・工夫

出所 ： 経団連ホームページ

出所 ： 内閣府ホームページ

育児休業取得状況の公表の義務化



●メッセージ発信や意向確認等の積極的な働きかけ

１．経営トップや人事部からのメッセージ発信
• 経営トップから対象社員へメッセージを送付
• 対象社員に職場上司による直筆のメッセージ（育休取得の後押しや応援メッセージ）を送付
• 人事部長から社員、所属長、部支店長に対して、1ヵ月の育休取得を推進するメッセージを送付

２．複数回の意向確認
• 配偶者の出産予定の３ヵ月前、2ヵ月前、1ヵ月前（計3回）に育休取得の意向を対象社員に確認
• 対象社員にシステムやメール等を通じて複数回の意向確認
• 上長による意向確認後、人事部門から意向確認

３．早期の意向確認
• 「出産予定についての事前共有申請書」の提出
• 出産予定の6週前までに「育休取得計画シート」の提出

４．面談等による丁寧な説明・情報提供
• 上長と勤労部門による三者面談を実施し、取得に向けた計画表の作成を推奨
• 対象社員の意向確認とともに、育休復帰支援プログラムによる面談を本人・上長・専門部署で実施。

コミュニケーションを充実させることで復帰への不安を取り除く
• 人事部担当者から育児休業制度の概要を説明し、育児休業取得の意向確認

出所 ： 経団連 「 男性の家事 ・ 育児 」 に関する アン ケー ト 調査結果 （ 2 0 2 3 . 6 . 5 ） Copyrights©Parite ,All Right Reserved 19

男性社員に育児休業取得を促すための積極的な取組み・工夫①



５．上長への働きかけ
• 人事部と部・室長との月1回の面談において対象社員を共有し、配偶者・パートナ―の出産育児休暇

の取得を促進
• 人事部から対象社員の上司に取得奨励案内文書を送付

６．未取得社員への働きかけ
• 出生の申出があった社員について、2ヵ月程度経過した時点で育児休業未取得の場合、育休取得を

推奨するとともに取得しない理由を確認
• 育休を取得しない意向を持つ社員について、上司に取得を促すよう個別にフォローを実施
• 育休を取得していない社員に対して、複数回コンタクトをとり、職場の状況や意向確認を実施
• 未取得者にアンケートを実施

７．育休経験者とのネットワーキング等の実施
• 男性育休取得者との座談会を開催し、育児休業のメリットや取得までの業務引継ぎのプロセス等につ

いて共有する場を設定
• Teamsにおける専用ネットワーク組成（子の誕生時に案内）

Copyrights©Parite ,All Right Reserved 20出所 ： 経団連 「 男性の家事 ・ 育児 」 に関する アン ケー ト 調査結果 （ 2 0 2 3 . 6 . 5 ）

男性社員に育児休業取得を促すための積極的な取組み・工夫②



●育児休業を取得しやすい職場環境・雰囲気づくり

１．育休取得促進に向けた機運醸成
• 経営トップから男性の育児休業取得を推奨する呼びかけを実施
• 「男性社員の育児休業１ヵ月（暦日28日）取得推進、取得率100%を目指す」ことを人事部長名

で全社へ通知
• 男性の育児休業促進に向け、事業所ごとに課題と対策を話し合う労使「働きがい」推進委員会を開

催し、事業所ごとの目標値を策定
• オリジナルキャラクターにより会社の取組みが分かるよう努め、対象ではない社員も含めて全社的に訴求

２．研修の実施
• 育児関連制度の説明や男性育休取得者の経験談を動画で視聴する「育休前研修」を実施
• 育児休業制度や男性の育児参加への理解促進、取得しやすい職場風土の醸成を目的として、出産

予定のある男性社員に対し、上司と共に参加する説明会を毎月開催
• 管理職に向けてイクボス研修を行い、「イクボスハンドブック」（ガイドライン）を手交
• 全従業員に対して育児休業に関するeラーニングを実施

３．ガイドブックの策定・情報提供
• 男性育児休業の体験談や上司への相談の仕方、上司が相談を受けた時の対応法など、制度説明に

とどまらないマニュアル本の作成
• 男性育休取得者向けに「育児と仕事の両立支援ハンドブック」、育休取得者の上司向けに「キャリアと

育児の両立支援マニュアル」を配布
• 「育児休暇制度ガイドブック」（女性版、男性版、上司版の3種類）を作成し、イントラネットで配布
• 「働くパパを応援するサイト」の設置（各種制度やサポートの説明、男性育休取得者インタビュー記事

を掲載）

出所 ： 経団連 「 男性の家事 ・ 育児 」 に関する アン ケー ト 調査結果 （ 2 0 2 3 . 6 . 5 ） Copyrights©Parite ,All Right Reserved 21

男性社員に育児休業取得を促すための積極的な取組み・工夫③



４．独自の支援制度の整備
• 育児目的の休暇（賃金100％支給、5日間）を導入してトップ自ら男性育休100％を宣言
• 1ヵ月以上最大3ヵ月までの育児休業に対し、「育児休職支援手当」を支給
• 子女が1歳に達するまでに1カ月以上の育児休業を取得し、保育園等に預けフルタイム復職した際に

支給される「育児両立手当」（男女共通）の支給
• 出生時育児休業（産後パパ育休）の取得可能期間である4週間（28日）については、特例年休

（次年度に繰り越した年次有給休暇）を充てられる制度の整備

５．育児休業取得の目標設定
• 男性社員の育休取得を必須化
• Well-beingガイドライン（働き方改革ガイドライン）において、男性の育児休暇・育児休業の取得率 

100％のKPIを設定

• 有給の育児休業（３日）の取得義務付け、１ヵ月（4週間）以上の育児休業の取得勧奨を上司
に義務付け

６．その他
• 育休を取得する社員と会社とのコミュニケーションツールを導入。休職前から利用でき、休職への不安を

払拭。休職後は会社情報のタイムリーな受信や上司とのコミュニケーション、eラーニングによる自己啓発
などが可能となっており、円滑な復職を支援

• 男性育休の取得状況や取得日数を所属の組織評価に組み込んで取得促進

出所 ： 経団連 「 男性の家事 ・ 育児 」 に関する アン ケー ト 調査結果 （ 2 0 2 3 . 6 . 5 ） Copyrights©Parite ,All Right Reserved 22

男性社員に育児休業取得を促すための積極的な取組み・工夫④



１．要員の確保
• 派遣社員、有期契約社員の受け入れ
• 社内人事異動による調整（熟練社員の一時的異動や社内公募の実施による要員補充）
• 育児休業取得者が増加することを前提とした新卒・経験者採用の拡大

２．業務遂行上の工夫
• 部署内での業務調整、他部署への業務移管
• 社員の多能工化
• 業務の非属人化
• 業務の標準化・改廃
• 業務の自動化

３．外部リソースの活用
• 外部への業務委託

４．その他
• 業務引継ぎマニュアルの策定
• 管理職向けガイドブック（休業者業務の割り振り方法や派遣労働者等の受け入れ等について記載）

の策定

出所 ： 経団連 「 男性の家事 ・ 育児 」 に関する アン ケー ト 調査結果 （ 2 0 2 3 . 6 . 5 ） Copyrights©Parite ,All Right Reserved 23

代替要員の確保等に関する具体的な取組み・工夫



出所 ： 大和 リース ホームページ Copyrights©Parite ,All Right Reserved 24

【取組事例】 大和リース（大和ハウスの完全子会社）

2022年度に1日以上の育休を取得した男性社員は50人と、対象者のうち96%。
一方で、3カ月以上の育休を取得したのは4人。100万円を支給する制度を設けることで、長期間の育休取得を促すことが狙
い。
⇒男性育休は“取るだけ育休”とも言われるが、取得期間が短いとされる課題がある。育児は1日や1週間では終わらない。
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育休後の配置転換に注意

出所 ： 日 本 経 済 新聞 2 0 2 3 . 5 . 8 を 筆者 加 筆修 正

●育休後の職場復帰の原則（育児・介護休業法第26条）
同法では育休を取った従業員への「不利益な取扱い」を禁止しており、指針に
おいて原則として「原職または原職相当職に復帰させるように配慮すること」を
事業主の努力義務としている。違反すれば、損害賠償や異動の無効だけでなく、
企業イメージの失墜にもつながりかねない。

企業側が気を回しすぎ、育休明けの従業員を本人の意向とは関係なく、業務
負担が軽い部署に異動させるなどすると、同法違反になる可能性がある。

たとえ、会社側が「本人によかれと思って」配置転換を決めたとしても、通常の
人事異動と異なるタイミングでの異動は違反だと判断される恐れがあり、復帰
後1年以内の異動や役職を外す異動などは、判例や行政通達の挙げる条件は
企業側に厳しいことに留意する必要がある。

 「子育てをしながらの仕事は大変だろう」、などというアンコンシャス・バイヤス（無意
識の思い込み、無意識の偏見）を解消していくことも求められる。

●「アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）」とは
自分自身は気づいていない「ものの見方やとらえ方のゆがみや偏り」をいい、自分自身では意識しづらく、ゆがみや偏りがるとは
認識していないため、「無意識の偏見」と呼ばれる。

【参考】内閣府 アンコンシャスバイヤス解消等に向けた啓発動画https://www.youtube.com/watch?v=ZwLZJx8lvTs



【③の動向】 ２０３０年までに、女性役員比率3割に 骨太の方針

４．包摂社会の実現

（女性活躍）

女性版骨太の方針2023に基づき、Ｌ字カーブの解消に
資するよう、女性活躍と経済成長の好循環の実現に向
けて、プライム市場上場企業を対象とした女性役員に
係る数値目標（※）の設定やその達成を確保する仕組
みの導入など女性登用の加速化、女性起業家の育
成・支援等を進めるとともに、多様な正社員の普及促
進や長時間労働慣行の是正、投資家の評価を利用し
た両立支援等の多様で柔軟な働き方の推進、仕事と
家庭の両立に向けた男性の育児休業取得の促進や
ベビーシッター・家事支援サービス利用の普及、男女
間賃金格差の更なる開示の検討、女性の視点も踏ま
えた社会保障制度・税制等の検討、非正規雇用労働
者の正規化や処遇改善、女性デジタル人材の育成、
地域のニーズに応じた取組の推進、就業支援や養育
費の確保を含めたひとり親家庭支援など女性の所得
向上・経済的自立に向けた取組を強化する。

※数値目標
2025年を目途に、女性役員を１名以上選任するよう努め
る。2030年までに、女性役員の比率を30％以上とするこ
とを目指す。

✓政府はプライム上場企業に目標を達成
 するための行動計画を作るよう推奨する。
✓数値目標は23年中に東証の上場規則
に規定を設ける予定。

・新しい資本主義のグランドデザイン及び
実行計画2023改定版
・こども未来戦略方針
・女性活躍・男女共同参画の重点方針2023

Copyrights©Parite ,All Right Reserved 26

ジェンダーギャップ指数（男女格差指数）
日本125位（146か国中）

過去最低。政治や経済分野悪化。
世界経済フォーラム6月21日発表

人的資本情報の記載の義務化                                                 
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（第５次男女共同参画基本
計画における成果目標）
（いずれも2025年）

女性登用の加速化

女性登用の加速化は、社会経済の意思決定の多様性と活力を高めることとなり、また、女性のキャリア形成の意欲を高める点で重要。投資家が企

業における女性役員比率を重視する傾向が強まっている点も考慮し、諸外国の例を参考に、企業における女性役員比率の向上に向けた取組を進める

必要がある。パイプライン構築の観点からは、管理職における女性比率向上のための施策も併せて検討を行う必要がある。

図３ 機関投資家等による女性活躍情報の活用状況

投資判断に女性活躍情報を活用している機関投資家等は約3 分の２ 
活用する割合が最も高い女性活躍情報は「女性役員比率」

上位の役職ほど割合が低い

図４民間企業の雇用者の各役職段階に占める女性の割合の推移
部長級、課長級、係長級に就く女性割合は近年上昇傾向にあるが、
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出所 ： 日本経済新聞 2 0 2 3 . 6 . 2 1
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取締役会の多様性を迫る機関投資家

女性取締役不在の企業に対して株主総会で議決権行使の基準を厳格化

●日興アセットマネジメント
23年総会からプライム市場を対象に、女性取締役ゼロ企業のトップ選任案に
反対票を投じると行使基準を改めた。

●議決権行使助言会社 インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシー
ズ（ISS）
今年2月、経営トップの選任に反対推奨を投じる基準を導入

⇒要因は複数あると思われるが・・・
23年定時総会で諮った取締役案に女性候補不在の企業の会長や社長の
賛成比率が下がった企業も・・・。

⇒定時総会招集通知書には取締役候補者に女性は含まれなかったが、後日補
足資料を公表して理由を説明し、24年の定時総会で女性取締役を提案する
方針を示す企業も・・・。



複数の法令において求められている人的資本に関連する事項の開示

法令名 開示を求められる内容
開示義務を

負う事業主
開示方法

女性活躍推進法

① 一般事業主行動計画（計画期間、達成しようとする目標、対策内容及び

その実施時期）(*2)

② 次の（１）及び（２）の情報の区分ごとに定める事項(*3)

（１）女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

採用した労働者に占める女性労働者の割合、管理的地位にある労働者に
占める女性労働者の割合等

（２） 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
男女の継続勤務年数の差異、一月当たりの平均残業時間、有給休暇取得率
等

①労働者数が100人

を超える事業主(*4)

②労働者数が100人
を超える事業主（300

人超の会社は（１）（２）それ
ぞれから１つ以上(*3)、101

人～300人の会社は（１）（２）
全体から１つ以上）

インターネット等

労働施策
総合推進

法

正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合
労働者数が300人を

超える会社
インターネット等

育児・介護休業法
育児休業の取得の状況

（①男性の育児休業等の取得率又は

②男性の育児休業等及び育児目的休暇の取得率）(*5)

労働者数が1000人を
超える事業主

インターネット等

次世代育成 

支援対策推進
法

一般事業主行動計画
（計画期間、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標、対策内容及びその実施時期）

労働者数が100人を
超える事業主

インターネット等

（注） (*1) 法令に基づく制度開示ではないが、上場会社については、有価証券上場規程等に基づく適時開示制度も存在する。
(*2) 計画を定めるに当たり、採用した労働者に占める女性労働者の割合、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合等を把握した上で、必要に応じて、派遣労働者に占める女性労働者の割合、男

女別の配置の状況、男女別の将来の人材育成を目的とした教育訓練の受講の状況、柔軟な働き方に資する制度の利用実績、取得した有給休暇取得率等も把握することが求められる（同法に基づく一
般事業主行動計画等に関する省令第２条）。

(*3) 労働者数が300人を超える会社は、2022年７月以降に、男女の賃金の差異の公表義務が追加された。
(*4) 常時雇用する労働者のことを言う。以下も同じ。
(*5) 2023年４月１日施行。

⚫ 金融商品取引法（有価証券報告書等）以外にも複数の法令において人的資本に関連する事項の開示が求められている。(*1)

⚫ これらの制度開示が定められた趣旨は法令ごとに異なるが、投資家向けに開示される人的資本関連情報と整合的な方針、
メッセージとなることが期待される。

出所 ： 金 融 庁 非 財務情報可視化研究会 「 人 的 資本 可視化指針 」 2 0 2 2 . 8 . 3 0

男女の賃金格差差異について、女性活躍推進法の開示義務化の対象拡大（労働
者101～300人までの事業主）の可否についての方向性を得るため、開示義務化
の施行後の状況をフォローアップする。

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改定版
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さらなる拡充の検討
女性版骨太の方針
（スライド１４参照）



管理職志向・専門職志向

・「どのポストまで昇進したいか」という問に対して、男女計で最も多かったのは「専門職＜スペシャリスト＞」（17.3％）、続

いて「どうでもよい」（16.0％）であった。

・男女差が大きく、昇進志向は低下しているものの男性で多い回答は「部長」（18.6％）、「社長」（18.4％）である一方、女性

で多い回答は「専門職＜スペシャリスト＞」（22.7％）、「どうでもよい」（19.0％）となっている。

（資料出所）日本生産性本部「平成31年度新入社員「働くことの意識」調査」（2019年６月27日）

出所 ： 厚生労働省 「経済社会と働き方の変化等について 」 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 30
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企業（2021） 

企業（2022） 

投資家（2021）

投資家（2022）

j k l
（回答数【企業】:2022年度：450,2021年度:465)

（回答数【投資家】:2022年度:100,2021年度:99)

人権尊重に向けた取り組みについて既に実行しているもの（企業）

／どのようなことに取り組むべきか（投資家）
36

a. 人権方針の策定
b. 人権責任を果たすためのガバナンス体制の整備
c. 人権デューデリジェンスの実施
d. サプライチェーン管理の強化
e. サプライヤ－（取引先）リストの公開
f. 救済メカニズム（グリーバンスメカニズム）の構築

その他(具体的には )

g. 従業員への教育・研修の強化
h. 人権NGO等とのエンゲージメント・連携強化
i. 投資家とのエンゲージメント・連携強化
j. 人権取り組みに関する情報開示の充実
k.
l. 現在、対応している取り組みはない

「a.人権方針の策定」

「g.従業員への教育・研修の強化」

「b.人権責任を果たすためのガバナンス体制の整備」

認識ギャップ大【企業＞投資家】

認識ギャップ大【企業＜投資家】

高い水準で一致

Copyrights©Parite ,All Right Reserved 31 出所:（一社）生命保険協会「企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート 集計結果（2022年度版）企業・投資家の結果比較」



日本国内株への投資を行う際に、「労働関係の法令違反の有無」、「人材育成・教育訓練の取り組み」を考慮する機関投資家

の割合が高い。

日本国内株への投資の際に考慮する企業の人材育成関連の情報

60 （％）

51.8

36.5

25.3

20.6

14.1

12.4

0.6

31.8

0.6

0 10 20 30 40 50

労働関係の法令違反の有無

人材育成・教育訓練の取り組み

労働時間の柔軟性等の働きやすい職場作りの取り組み

安全・健康など快適な職場作りの取り組み

ポジティブアクションなどダイバーシティへの取り組み

両立支援などワークライフバランス推進のための取り組み

その他

特にない

無回答

（注）機関投資家に対して調査したもの。

（資料出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「企業の人的資産情報の『見える化』に関する研究」（2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成

出所 ： 厚生労働省 「経済社会と働き方の変化等について 」 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 32
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トヨタの取締役・監査役のスキルマトリクス

出所 ： 第 1 1 9 回定時株主総会招集ご通知
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トヨタ自動車の株主総会2023の質疑応答から

出所 ： ト ヨ タ 自動車第 1 1 9 回定時株主総会

【株主からの質問】
女性役員の登用やダイバシティ（多様性）について

【会社からの回答】

「人事制度などを変え、一人ひとりがそれぞれ活躍できる土壌が
出来てきた」

大塚友美シニアフェロー

【参考】第118回株主総会（2022.6.15） 事前質問
Q. 取締役、執行役員において多様性が欠けているのではないか 

A.役員の登用については、従来より、性別、国籍等に関わらず、幅広く検討しており、
これまでの実績、経験をふまえ、適材適所の観点から総合的に検討しています。
今後も、 この方針に変わりはなく、役割および経験に鑑み、また、ダイバーシティ
を重視して、ふさわしい人材を積極的に登用していきます



・機関投資家の「開示要望比率」（「ぜひ開示」+「開示されていれば参考」）は、「メンタルヘルスによる休職者数」

（59.4％）、「労働時間、勤務場所の柔軟化」（59.4％）、「従業員の健康維持・増進」 ( 58.8％)、「従業員のキャリア

形成」（57.1％）が相対的に高い。

機関投資家が開示してほしい人事施策・C S R 関連情報
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メンタルヘルスによる休職者数

労働時間や勤務場所の柔軟化の取り組み

従業員の健康維持・増進に対する取り組み

従業員のキャリア形成に対する支援

国籍を問わない人材登用の取り組み

女性管理職比率

非正社員から正社員への転換の支援

「健康経営銘柄・優良法人ホワイト500」リストに掲載

高齢者雇用の取り組み

母親の育児休業取得の実績

障害者雇用の取り組み

育児休業からの復職支援

介護休業中の従業員に対する支援

介護休業取得の実績

「なでしこ銘柄」リストに掲載

父親の育児休業取得の実績

ぜひ開示してほしい 開示されていれば参考にする あまり重要ではない 不要である 無回答

（資料出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「企業の人的資産情報の『見える化』に関する研究」（2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成

出所 ： 厚生労働省 「経済社会と働き方の変化等について 」 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 35 



「心の病」の最も多い年齢層

・「心の病」の年代別割合について、令和元（2019）年までは10～20代が増加し、30、40代は横並びとなっていたが、直近で

は30代との回答が再び増加・両年代を10ポイント超上回り最多となった。
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（％）

（資料出所）日本生産性本部「第10回「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査」（2021年12月２日）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成

出所 ： 厚生労働省 「経済社会と働き方の変化等について 」 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 36 



開示情報の選択と開示の仕方

出所：内閣官房非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針」2022.8.30
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【参考資料】
・内閣官房 「付録①人的資本：開示事項・指標参考集」2022.8.30
・金融庁「記述情報の開示好事例集2022」2023.1.31
・金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説」2023.3



出所 ： 厚生労働省 「経済社会と働き方の変化等について 」 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 38



仕事にやりがいを感じる要因

・具体的にどのようなことに仕事のやりがいを感じるのかを複数回答で尋ねたところ、「努力や成果が収入に反映されること」、
「お礼や感謝の言葉をもらうこと」、「仕事の成果を認められること」と回答した人の数が多かった。
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（資料出所）内閣府「満足度・生活の質に関する調査」に関する第３次報告書（2020年４月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成

出所 ： 厚生労働省 「経済社会と働き方の変化等について 」 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 39
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キーとなるのはマネジメント層ではないか

出所 ： 日本経済新聞 2 0 2 3 . 6 . 2 1 私見卓見



経営・ファイナンス：伝統的 → ESGの時
代

砂川・川北・杉浦（2008）
『日本企業のコーポレートファイナンス』

朝岡・砂川・岡田（2022）
『ゼミナール コーポレートファイナンス』

出所：京都大学経営大学院×日経ビジネススクール「SDGsで発展する持続可能な企業経営」第２回講義（砂川信幸教授）

価値創造の場と外部環境の変化
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ESG投資

出所：年金積立金管理運用独立法人 ホームページ

●ESG投資とは
環境(Environment)・社会（Social）・ガバナンス(Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉。

投資家が企業の株式などに投資するとき、これまでは投資先の価値を測る材料として、主にキャッ
シュフローや利益率などの定量的な財務情報が使われてきた。それに加え、非財務情報であるESG
の要素を考慮する投資が「ESG投資」。GPIFは、ESG投資を推進している。

ESGという言葉は、2006年に国連が機関投資家に対し、ESGを投資プロセスに組み入れる「責任投
資原則」（PRI）を提唱したことをきっかけに広まった。経済が発展して いく一方で、気候変動問題など

の環境問題、サプライチェーンにおける労働問題などの社会問題、企業の不祥事など企業統治の
問題が浮上。このような負の影響は、経済社会の持続可能性を毀損してしまう可能性がある。ESG投

資は、このような認識の下、環境、社会、コーポレート・ガバナンスの視点を投資判断に組み込むこ
とにより、長期的なリスク調整後のリターンを改善することが期待されている。

●SDGｓとは
SDGs（持続可能な開発目標）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標の後継として、

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載さ
れた、2030年までに達成を目指す国際目標。「ジェンダー平等を実現しよう」、「産業と技術革新
の基盤を作ろう」、「気候変動に具体的な対策を」等の17のゴール・169のターゲットから構成さ
れ、地球上の「誰一人取り残さない」ことを謳っている。

ESG投資において考慮されるESG課題とSDGsのゴールやターゲットは共通点も多く、ESG投資
が結果として、SDGs達成に大きく貢献することになる。SDGsが達成され、持続可能な経済社会
が実現することは、GPIFにとって、運用資産全体の長期的なリターン向上につながることになる。
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GPIFの国内株式運営機関が選ぶ「優れた統合報告書」

出所：年金積立金管理運用独立法人「GPIF の国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」2023.2.22

伊藤忠商事  7 機関

日立製作所 6 機関

オムロン  6機関

リコー 6 機関

東京海上ＨＤ 6 機関

 
味の素   6機関

【４機関以上の運用機関から高い評価を得た「優れた統合報告書」】
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4機関以上の運営機関から選ばれた「優れた統合報告書」へのコメント

出所：年金積立金管理運用独立法人「GPIF の国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」2023.2.22

伊藤忠商事 ・企業価値算定式に沿って、CEO、COO メッセージから事業戦略、ESG 戦略への流れが良い。女性活躍推進委員会での
取組みや議論が非常に興味深い。
・企業価値の計算式である、企業価値=創出価値/(資本コスト-成長率）の各項目に関する解説が行われており、投資家

にとって非常に分かりやすい紙面構成となっている。また、女性社外取締役の女性活躍推進におけるリーダーシップな
ど有益な情報提供となっている。

・多様な事業に携わる中でも、それぞれについて財務・非財務の面から詳細な分析がなされており、同社の実態を捉え
やすい内容である点を評価。報告書冒頭でのポイントの説明など、読者の理解を深めるための取り組みも多様。

・企業価値向上の図式を効果的に使用し、芯の通った構成となっている。また今年度から「統合レポートのポイント」ペー
ジが新設され、より対話としてのツールに磨きがかかっている。
・会長 CEO が経営方針の全体感を語り、各オフィサーが担当領域を詳細説明。PEST 分析により不透明な経営環境や 
ESG の潮流を俯瞰して分析。人権、女性活躍、人材戦略など自己変革の取組みも分かりやすく開示。
・中計の基本方針である「マーケットインによる事業変革」と「SDGs への貢献・取組強化」の具体的な事例の説明が豊富。
ビジネスモデルの変革により持続的な企業価値向上に取組んでいることが理解しやすい。

・企業価値向上に対する経営者の力強い意志が伝わってくる報告書である。企業価値とマテリアリティとの関係性が明
確に説明されている。個別の ESG 課題に対する対応も全体的に高水準。

日立製作所 ・2000 年代前半からの中期経営計画とサステナビリティ経営方針を振り返ることで現行 2024 中期計画と小島社長への
信頼が増す内容。ガバナンスの開示は実効性が意識され他社の参考になる好事例。

・デジタル、グリーン、イノベーション、人材といった軸でそれぞれの戦略が解説され、全社としての事業展開を理解する
点で優れた開示となっている。加えて、ガバナンスの点では取締役会の運営状況や議論の内容など少数株主にとって
有益な情報が提供されている。

・網羅的かつ充実した情報量で開示が行われている点を評価。特に中期経営計画については、振り返りが端的に理解
できるだけでなく、現計画におけるデジタル、グリーンおよび DX の主要論的が詳細に開示されている点は投資家にとっ

て非常に有益。さらに人材戦略においては同社の経営戦略と合致した方針が明確に記載されており、他社のモデルと
なるような開示がなされている点を高く評価。

・財務・非財務の両視点から同社の経営資源を６つの軸で分類し、市場環境や長期の世界の変化に対応するビジネス
変革、ポートフォリオ変革の背景が記載されている点が評価できる。
・複雑な会社でありながら、DX・GX を中心に価値創造ストーリーが分かりやすくまとめられている。CO2 削減やデジタル
人財戦略など ESG に関する項目が事業と紐づけられている点も評価できる。
・事業別 ROIC と進捗など目標と実績が一覧でき、資本コスト・アロケーションなど株主価値への配慮、ステークホルダー
を意識したマテリアリティ設定など、ESG と当社の戦略が整合的に一望できる優れた内容。
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4機関以上の運営機関から選ばれた「優れた統合報告書」へのコメント

出所：年金積立金管理運用独立法人「GPIF の国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」2023.2.22

オムロン ・人的資本投資の取組の記載がかなり充実している。人的創造性の考え方の説明などは非常に参考になる。
・長期ビジョンとトランスフォーメーションを強調した CEO メッセージ及び CFO によるROIC 経営の説明に加え、
TOGA の紹介を交えた人的創造性の考え方を詳細に示すことで同社の先進性が良く表現されている。
・KPI の設定、キャピタルアロケーションの戦略が ROIC 経営の下でどのように行われるかが分かり易く記載されている点
が評価できる。

・サステナビリティの重要課題への取組みによって企業価値を向上させる会社としての考え方が理解できる。また、社外
取締役、社外監査役からのコメント、対談を通じて同社の課題が確り伝わってくる点も評価できる。

・長期ビジョンに基づいた人財戦略を詳細に説明し、効果を定量的に測る指標として「人的創造性」を設定。具体的な目
標や考え方も記載することにより、企業価値向上とのつながりが理解しやすい。
・ビジョンを実現するための実行戦略の各取組みを、「５つのサステナビリティ重要課題」と連動し KPI とともに詳述。ガバ
ナンスについても、社外役員のインタビュー等も含め内容が充実し、実効性への理解が進む。

リコー ・全てにおいて秀逸な統合報告書。価値創造プロセスの解説や取締役会の議案カテゴリー別の時間配分など工夫され
た開示となっている。
・中期計画における基本方針を人事やデジタルの戦略が支えていることが理解できる統合度の高い内容。また BU
別概況は複数の具体的事例が紹介されており事業の実態を深く理解できる。

・同社の価値創造プロセスの各項目について、補足的に背景や具体的事例等が明示されており、創意工夫がなされて
いる点を評価。さらにガバナンスにおいて同社のボードカルチャーという観点での特徴を明記している点はユニーク。

・筆頭社外取締役と取締役会議長による社外取締役対談において、課題認識や中計策定方法の変化等を具体的に発
信。取締役会での議論が充実していることがよく理解できる内容となっている。
・開示すべき ESG 項目を網羅しており、かつ各々の水準が極めて高い。特にガバナンスは CEO・取締役の評価プロセス
と項目を明示しているのが特長。また事業に係る各リスクを影響度と緊急度に分けて説明しているのも良い。
・ESG を「将来財務」と位置付けるなど、熱量が高く独自性のある内容。脱炭素に向けたロードマップとスコープ 3 も含め
た GHG 削減量を明示するとともに、ガバナンスやリスク管理などがより詳細化された。
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4機関以上の運営機関から選ばれた「優れた統合報告書」へのコメント

出所：年金積立金管理運用独立法人「GPIF の国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」2023.2.22

東京海上ホー
ルディングス

・パーパスストーリーを語るという独特の編集となっている点がユニーク。また気候変動にもフォーカスしており TCFD の
シナリオ分析が秀逸。

・パーパスストーリーを軸にして、独自性ある構成。グループ一体経営における問題意識、サステナビリティの取組みの
記載も更に充実。特に TCFD の物理リスクのシナリオ分析は詳細。
・レポート全体を通して財務・非財務の KPI を繰り返し提示することで、同社のメッセージを効果的に読み手に伝えてい
る。また複数の期間にわたる明確なレビューを示す CFO のメッセージは非常に評価している。

・大胆なページの使い方とサステナビリティ経営（非財務情報）の関連付けでパーパスストーリーはさらに理解が進む表
現になっている。
・M&A の最大の成果は優れた人材と、それに伴う専門性や知見を獲得できたことという具体例を記載。人的資本への
投資を強化することで企業価値向上に結び付けていることが理解しやすい内容。

味の素 ・中期指標経営やスピードアップ×スケールアップなど、新社長のメッセージが明確であり好印象。また、人財資産に係
る記載が従来にも増してさらに充実しており、独自の分析も複数実施し示唆に富む開示となっている点を評価。

・企業価値の算定式を同社の事業に当てはめて解説している点が分かり易く評価できる。とくに人財投資への効果の
ページは今後注目されている人的資本をよく表現している。
・CEO メッセージが優れている。CEO として取組むべきことが明瞭かつ熱意をもって記述されているため読み手に考え方
が伝わり、今後の経営に期待を持たせる内容。全体構成はパーパスを軸にしたストーリー展開。
・ASV 経営を掲げ、企業価値最大化のために重要と考えている無形資産における取組みを詳細に説明。また、ガバナン
ス面で社長選任プロセス、機関設計、経営会議についても具体的に説明されており評価できる。
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統合報告書をどのように企業分析や企業との対話に活用しているか

出所：年金積立金管理運用独立法人「GPIF の国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」2023.2.22

非財務・ESG 

情報の確認・
分析

・企業分析・評価に活用している。当社 ESG スコアに反映させており（年 1 
回総見直し、月 1 回の更新機会、項目数は約 100）、運用におけるインテ
グレーション・プロセスの起点の 1 つ。

・企業価値創造プロセス、マテリアリティ、トップや社外取締役等からの
メッセージ、 ESG への取組み状況、前年からの変化等を把握し、主に非
財務情報を中心とした定性分析に活用している。
・ESG における TCFD および人的資本開示の確認、またガバナンスにおけ
る取締役会の多様性の確認などに活用している。

・中長期の企業分析・業績予想や、対話のアジェンダ設定において、投
資先企業のサステナビリティ（中長期的な持続可能性）の把握は必要不
可欠だと考えている。その際に重要となるのが、企業の理念やビジョン、
ステークホルダーとの関係の安定性、ガバナンス等といった ESG 情報
（非財務情報）の収集・分析であり、ESG 情報の収集にあたっては、取材
のみならず、統合報告書も重要と考えている。各種の ESG 情報と企業価
値との関係や、経営陣がどのような ESG 情報を企業価値にとってマテリ

アル（重要）と捉えているか、などの企業価値創造プロセスを取材と合わ
せて統合報告書で把握し、企業価値に影響を与える ESG 要因を選別・分
析したうえで、企業のサステナビリティを確認している。
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GPIFの国内株式運営機関が選ぶ「優れた統合報告書」

コード 社名 得票数

1803 清水建設 1

1925 大和ハウス工業 1

1928 積水ハウス 3

2269 明治ホールディングス 1

2502 アサヒグループホールディングス 3

2503 キリンホールディングス 3

2802 味の素 4

3086 Ｊ．フロント  リテイリング 2

3289 東急不動産ホールディングス 1

4004 レゾナック・ホールディングス 1

4183 三井化学 3

4443 Ｓａｎｓａｎ 1

4452 花王 1

4502 武田薬品工業 1

4507 塩野義製薬 1

4519 中外製薬 1

4612 日本ペイントホールディングス 2

4613 関西ペイント 1

4661 オリエンタルランド 1

4911 資生堂 2

5076 インフロニア・ホールディングス 1

5201 ＡＧＣ 1

5401 日本製鉄 1

コード 社名 得票数

5411 ＪＦＥホールディングス 2

6098 リクルートホールディングス 2

6301 小松製作所 1

6361 荏原製作所 2

6367 ダイキン工業 2

6370 栗田工業 1

6479 ミネベアミツミ 2

6501 日立製作所 6

6645 オムロン 6

6702 富士通 2

6724 セイコーエプソン 1

6758 ソニーグループ 2

6841 横河電機 1

6925 ウシオ電機 1

6981 村田製作所 1

7259 アイシン 1

7270 ＳＵＢＡＲＵ 1

7272 ヤマハ発動機 1

7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 1

7741 ＨＯＹＡ 2

7752 リコー 6

7951 ヤマハ 2

コード 社名 得票数

8001 伊藤忠商事 7

8015 豊田通商 1

8031 三井物産 1

8035 東京エレクトロン 2

8053 住友商事 1

8058 三菱商事 1

8113 ユニ・チャーム 1

8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3

8411 みずほフィナンシャルグループ 1

8591 オリックス 2

8601 大和証券グループ本社 1

8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2

8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3

8766 東京海上ホールディングス 5

9086 日立物流 1

9104 商船三井 1

9202 ＡＮＡホールディングス 1

9508 九州電力 1

9513 電源開発 1

9531 東京瓦斯 1

9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2

9682 ＤＴＳ 1

*上記は運用機関から「改善度の高い統合報告書」として選ばれた企業の一覧（証券コード順）

色塗りされている企業は、複数の運用機関が選定

出所：年金積立金管理運用独立法人「GPIF の国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」2023.2.22
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積水ハウス 有価証券報告書より 「多様性に関する取組状況」

出所：積水ハウス株式会社有価証券報告書（第72期） 2023年4月26日提出

（参考） 多様性に関する取組み状況

会社名称
管理職に占める
女性労働者の割合

男性の育児
休業取得率

男女の賃金差異

全労働者
うち正規雇用

労働者
うち非正規労働者

積水ハウス㈱ 2.9％ 114.8％ 53.0％ 58.1％ 38.0％

主要な連結子会社 6.3％ 108.5％ 63.1％ 63.3％ 53.3％

１主要な連結子会社には、積水ハウスリフォーム㈱、積水ハウス不動産グループ、積水ハウス建設８社（2023年２月より積和建設15社を合併・商号変更）、

積水ハウス ノイエ㈱、㈱鴻池組を含んでいます。

２ 男性の育児休業取得率及び男女の賃金差異の対象期間は当事業年度（2022年２月１日～2023年１月31日）です。

３ 出向者は出向元の従業員として集計しています。
４ 男性の育児休業取得率は、育児休業等の取得割合（当事業年度において雇用する男性労働者のうち育児休業等を取得した者の数／当事業年度において雇用

する男性労働者のうち配偶者が出産した者の数）により算出しています。

５  男女の賃金差異は、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100％として算出しています。また、平均年間賃金は、総賃金（賞与及び基

準外賃金を含む）÷人員数として算出しています。

６ 非正規労働者は、臨時従業員（再雇用従業員、契約従業員、パートタイマー）を対象に算出しています。なお、パートタイマーについてはフルタイム換算

をせず実際に支給した賃金に基づき算出しています。

＜男女の賃金差異についての補足説明＞
積水ハウス㈱における男女の賃金差異（全労働者53.0％、正規雇用労働者58.1％）については、全労働者に占める正規雇用

労働者の割合が約９割、正規雇用労働者の中でも総合職が７割超を占めていることが大きく影響しています。そのため、以下

主に総合職について記載します。

①差異の要因の一つは職群及び等級別人員構成に差があることです。
総合職の平均勤続年数は女性9.9年と男性19.9年で10年の差があるため、管理職の候補となる層が男性に比べて女性は少

ない状況です。（2023年１月31日現在の女性管理職比率は2.9％）

女性活躍推進については20年前から課題意識を持ち、2005年より女性総合職を積極的に採用し始め、2023年新卒採用にお

いて、営業職の約３割、技術職の約４割が女性となっています。また、女性従業員の育成と定着を促進するため、専門部

署（現 ダイバーシティ推進部）を設置し、女性管理職候補者研修の実施等、女性管理職の登用にも積極的に取り組んで

います。これらの取組みが奏功し、2007年から2022年における平均勤続年数の伸びは女性が2.2倍（4.6年→9.9年）と男

性の1.3倍（15.8年→19.9年）を大きく上回る結果となり、要因は解消する方向にあります。

②営業職の人数割合も差異の要因です。
当社の総賃金に占める業績手当等の基準外賃金の割合が特に営業職は大きく、営業職に占める女性の人数割合が10％と低

い状況にあります。

③同一等級の賃金は同等です。

当社は職群及び等級毎に賃金水準を設定しており、総合職の男女の基本給月額の差異は以下のとおりです。

女性平均基本給/

男性平均基本給

管理職 96.8％

P５ 97.0％

一 P４ 100.4％
般 P３
社
員 P２

99.9％

99.8％

P１ 97.3％

※一般社員には５つの等級

（P５～P１）があります。
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サステナビリティに関する考え方及び取組の開示に関するポイント①

<人材育成方針、社内環境整備方針、これらに関する指標及び目標>

⚫ 各企業の現在の取組状況に応じて、まずは2023年３月期の有価証券報告書から開示をス

タートし、その後、投資家との対話を踏まえ、自社のサステナビリティに関する取組の進展とと
もに、有価証券報告書の開示を充実することが考えられます

（パブコメNo.168）

⚫ 提出会社グループの男女間の管理職等に関する考え方等を記載することも考えられますが、

これに限られず、各企業において判断可能です   （パブコメNo.170）

<女性管理職比率等の開示対象となる会社>

⚫ 提出会社やその連結子会社が、女性活躍推進法等により当事業年度における女性管理

職比率等（女性管理職比率、男性育児休業取得率及び男女間賃金差異）の公表を行わ

なければならない会社に該当する場合は、有価証券報告書等において開示が求められ

ます （パブコメNo.7等）

⚫ 提出会社が女性活躍推進法等の規定による公表を行っておらず、連結子会社のみが当該

公表を行っている場合は、提出会社の有価証券報告書等では、連結子会社に関する指標

のみを開示します  （パブコメNo.25）

⚫ 女性活躍推進法等により女性管理職比率等の公表を行わなければならない連結子会社

は、重要性に関係なく、有価証券報告書等において開示が求められます  （パブコメNo.21）

出所：金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説（2023.5）

パブリックコメントに対する金融庁の考え方の概要（2023年1月31日公表）
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サステナビリティに関する考え方及び取組の開示に関するポイント②

<女性管理職比率等の開示対象となる会社>
⚫ 提出会社やその連結子会社が、女性活躍推進法等により当事業年度における女性管理職比率等（女性管

理職比率、男性育児休業取得率及び男女間賃金差異）の公表を行わなければならない会社に該当する場

合は、有価証券報告書等において開示が求められます （パブコメNo.7等）

⚫ 提出会社が女性活躍推進法等の規定による公表を行っておらず、連結子会社のみが当該公表を行っている

場合は、提出会社の有価証券報告書等では、連結子会社に関する指標のみを開示します  （パブコメNo.25）

⚫ 女性活躍推進法等により女性管理職比率等の公表を行わなければならない連結子会社は、重要性に関係な

く、有価証券報告書等において開示が求められます  （パブコメNo.21）

<記載方法、記載内容>

⚫ 女性活躍推進法等に基づいて公表済みの最新の情報をそのまま記載すれば足り、情報の基準日について

は、有価証券報告書等の提出日時点の最近日等である必要はありません （パブコメNo.11）

⚫ 女性管理職比率等に関する計算方法や定義は、企業負担や統一的な情報提供の観点から、女性活躍推進

法等の定めに従うこととしています（加えて、任意で企業独自に算出した数値等を記載することも可能）  （パブ

コメNo.39、41等）

⚫ 記載場所について、有価証券報告書の「従業員の状況」欄には、企業の判断により、主要な連結子会社の

みに係る女性管理職比率等を記載し、それ以外の分は有価証券報告書の「その他の参考情報」に記載する

ことが可能です （パブコメ No.21）

⚫ 女性活躍推進法の枠組みにおいて、任意で、より詳細な情報や補足的な情報を記載することも可能とされて

いるため、有価証券報告書においても同様の記載が可能であることを明確化しました  （パブコメNo.3等）

出所：金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説（2023.5）

パブリックコメントに対する金融庁の考え方の概要（2023年1月31日公表）
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サステナビリティに関する考え方及び取組の開示に関するポイント③

<連結ベースの開示>

⚫ 女性管理職比率等については、今回は、プリンシプルベースのガイダンスである開示原則において、連結

ベースの開示に努めるべきである旨を明記しています  （パブコメNo.13）

⚫ 女性管理職比率等については、「連結ベース」で開示することまでは義務付けていません。そのため、連結

ベースで開示する場合には、例えば、有価証券報告書における他の記載事項と同様に「連結会社」ベース

（連結財務諸表規則２条５号において規定）で開示するほか、企業において、投資家に有用な情報を提供

する観点から、提出会社グループのうち、より適切な範囲を開示対象とすることも考えられます（この際、当

該グループの範囲を明記することが重要） （パブコメNo.43 ）

<その他>

⚫ 女性活躍推進法等による公表義務のある連結子会社のうち、有価証券報告書の提出日までに女性活躍

推進法等による公表が行われず、後日公表予定である会社がある場合や、提出会社において連結子会

社の公表した情報の集約が困難な場合には、その旨と提出日までに記載可能な情報を記載した上で、後

日、未記載分を追加するため、有価証券報告書の訂正を行うことが考えられます（適用初年度の翌年度以

降は、投資家へわかりやすく情報提供する観点から、有価証券報告書の提出時に連結子会社分もまとめ

て開示することが望ましいと考えられます） （パブコメNo.12等）

出所：金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説（2023.5）

パブリックコメントに対する金融庁の考え方の概要（2023年1月31日公表）
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【企業事例Ⅰ】 積水ハウスの統合報告書より
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積水ハウスの統合報告書より
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積水ハウスの統合報告書より

出所：積水ハウス株式会社統合報告書2023年1月期 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 56
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積水ハウスの統合報告書より
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積水ハウスの統合報告書より
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【企業事例Ⅱ】 カゴメの統合報告書より
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カゴメの統合報告書より
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カゴメの有価証券報告書より

出所：カゴメ株式会社有価証券報告書第79期 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 61



・サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ URL：

https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sustainability-kaiji.html

QRコード：

→主に以下の内容を掲示

⚫ サステナビリティ情報開示に関する金融庁の考え方

⚫ 内閣府令改正に係る解説資料（令和５年１月31日改正）

・企業情報の開示に関する情報（記述情報の 
URL：https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji. 

充実）
html

QRコード：

→主に以下の内容を掲示

⚫ 記述情報の開示に関する原則

⚫ 記述情報の開示の好事例集

企業情報の開示に関する情報（サステナビリティ情報・記述情報の充実）

出所：金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説（2023.5） Copyrights©Parite ,All Right Reserved 62 

https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sustainability-kaiji.html
https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji.html
https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji.html


2024年施行の法改正

④「建設事業」「自動車運転の業務（ドライバー）」「医師」における
時間外労働の上限規制の猶予期間が終了

⑤社会保険の適用拡大

⑥障害者雇用率の引上げ

⑦労働条件明示ルールの変更

Copyrights©Parite ,All Right Reserved 63 
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【④の動向】 2024年問題（建設業界）

◆鹿島建設 押味会長

「ゼネコンの下請けに入る協力会社では、現場作業員の時間外労働は短いが、
作業の段取りや翌日の準備を行う事務社員や職長の時間外労働が非常に長く
なっている。自社社員はもちろん、協力会社に向けても対応は待ったなしだ。
『4週8閉所』と呼ばれる完全週休2日の業界全体での実現を急ぐ。」

日本経済新聞ニュース一言2023.5.13

出所 ： 国土交通省 「 最近の建設業を巡る状況について 【 報告 】 2 0 2 3 . 4 . 1 8

●2024年問題とは
「働き方改革関連法」で、長時間労働の規制がはじまりましたが、人材不足の特定の業
界では5年の猶予期間があった。その5年の猶予期間が2024年に終わることで罰則付き
の労働上限の規制（残業規制）が物流・運送業界や建設・建築業界でも義務化される。
元々人材不足の業界だった為、罰則付きの労働上限規制（残業規制）がスタートする
事で更に人手不足となる事が予想されるため、「2024年問題」と呼ばれている。

時間外労働の上限規制の猶予期間が終了
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2024年問題（建設業界）

出所 ： 国 土 交 通省最近の建設業 を 巡 る状 況 につ い て 【 報 告 】 2 0 2 3 . 4 . 1 8
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2024年問題 （建設業界）

出所 ： 国 土 交 通省最近の建設業 を 巡 る状 況 につ い て 【 報 告 】 2 0 2 3 . 4 . 1 8
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2024年問題 （建設業界）

出所 ： 国 土 交 通 省最近の建設業 を 巡 る状 況 につ い て 【 報 告 】 2 0 2 3 . 4 . 1 8

●建設キャリアアップシステム（CCUS）」とは
技能者が、技能・経験に応じて適切に処遇される建設業を目指して、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、能力評価につな
げる仕組みのこと。若い世代の技能者の方がキャリアパスや処遇の見通しをもてる、技能・経験に応じて給与を引上げる、技能者を雇用し育
成する企業が伸びていける建設業を目指し、国交省と建設業団体で連携して普及・利用促進に取り組んでいる。

・建設資材価格の変動への対応や、建設業での処遇改善のため、契約当事者間でのリスク分担が適切に担保された請負契約締結の推進、建設キャリア
アップシステムを活用した施工体制の見える化、現場技能者への賃金支払の適正化等の方策を検討し、2023年度中に結論を得て、所要の措置を講ずる。

成長戦略等のフォローアップ2023.6.16
・国交省「建設キャリアアップシステム（CCUS）におけるレベル別年収の公表」2023.6.16 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001614727.pdf
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2024年問題 （建設業界）

出所 ： 国 土 交 通省最近の建設業 を 巡 る状 況 につ い て 【 報 告 】 2 0 2 3 . 4 . 1 8
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胃潰瘍で死亡、異例の労災認定

富山市の電気設備工事会社に勤務し、2021年に出血性胃潰瘍で死亡した男
性（当時62歳）を富山労働基準監督署が労災と認定。消化器系の病気での労
災認定は異例。
男性は2019年8月の定年退職後に再雇用され、放送局の建設現場の責任者
として勤務。2021年12月自宅で出血性胃潰瘍を発症し死亡した。死亡前日まで
の1か月間の時間外労働は約120時間にのぼる。
厚生労働省は、「脳・心臓疾患と精神障害・自殺」については認定基準を設け
ているが、消化器系疾患については定めていない。脳や心臓では月100時間と
定めている。
遺族側は「施行主や元受けの担当者から工事変更を度々求められ、深夜まで
の長時間労働が生じた」と主張し、勤務先に対して計約7300万円の損害賠償を
求める訴えを2023年6月6日富山地裁に起こした。

✓会社は工期の変更、予算組み、条件変更などにより業務量が増加、長時間労働
 による安全配慮義務違反が問われている。

 ✓度重なる対外折衝などにより、ストレスや過労が胃潰瘍などの病気になることは
働く人には”あり得る”ことを認識することが必要。

✓今後、消化器系疾患についても認定基準が作られる可能性がある。労災認定が
認められないと判断していた遺族が労災申請や訴訟を起こす可能性があることに
も留意する必要がある。

出所 ： 日本経済新聞 2 0 2 3 . 6 . 5 ， 朝日新聞 2 0 2 3 . 6 . 5 , 6 . 6 他
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2024年問題 （運送・物流業界）

出所 ： 国 土 交 通省最近の建設業 を 巡 る状 況 につ い て 【 報 告 】 2 0 2 3 . 4 . 1 8 、 日 本 経 済新聞 2 0 2 3 . 3 . 3 0 ， 6 . 7

【企業事例】フェリー、運送業の救い船に。併用でトラック運転主が休息可能
海上輸送の活用が徐々に広がっている。フェリーには荷台部分のみを乗せて無人で運ぶか、運転手が乗船する場合
も部屋で休息できるため、労働時間が減らせる。追加で必要となる時間や運賃などの障壁もあり、普及には時間がか
かる面もある。
味の素などの食品メーカーが共同出資する物流会社F-FINEは、３年ほど前から、味の素の加工食品工場がある三重

県四日市市から仙台市までの輸送を陸送からフェリーに切り替えた。陸上の走行距離は４３㎞へと９４％短縮され、輸
送量１単位あたりのドライバーの労働時間は８８％減った。国土交通省が主催する２２年度の「海運モーダルシフト（輸
送手段の転換）大賞」を受賞した。海上輸送に切り替えると一般に輸送日数が延びるため、荷主の協力が不可欠だ。F-
FINEは、味の素に「リードタイムを延ばすことをお願いし、納得してもらった」。フェリーの特徴は、運転主が乗船可能な
点だ。貨物輸送でも運転手は客室で休んだり食事を取っりでき休息時間になる。

【企業事例】長時間運転抑制へ拠点増。雇用環境の改善が急務
電子商取引（EC）の利用拡大を背景に荷物の小型化が進み、全体の流通量も増加傾向だ。ただ、物流倉庫は「暗い」

「汚い」「危ない」といったマイナスイメージも根強く慢性的に人手が足りない。残業規制でドライバーに多くの人員を割く
ようになれば、荷下ろしや仕分け作業の人手が不足する恐れがある。そこで、「大都市をつなぐ地方都市とトラック輸送
の中継地点を増やすと、ドライバーが交代しやすくなり、労働時間や業務の負担にもつながる。その他、物流業界の地
位向上も人手確保に欠かせない。施設内にカフェスペースを設置したり、作業庫に窓を取り付けて自然光を取り入れる
など、従業員が働きやすい環境づくりに力を入れている。地元の小中学生を対象に施設の社会科見学も始めた。物流
の大切さを知ってもらうことが将来の担い手を育てる一歩になる。その他、全国２０か所以上の自治体と組んで物流施
設を防災拠点として活用する取組、閉鎖的な物流施設などで年３００回以上の街びらきイベントを開く。賃上げなど待
遇改善だけでなく、働きたくなる仕組みや地域との継続的な関係構築は欠かせない。

トラック運転手に時間外労働の上限規制が適用され、物流の停滞が懸念されている。トラック運転手の労働時間当た
りの賃金水準は、全産業と比較して約２５％低い水準にあり、年間９６０時間の時間外労働の上限規制が適用されるこ
とで、時間当たり賃金が現状のままでは、さらに年間所得が低下する可能性がある。また、荷待ちがある１運行の平均
拘束時間は１２時間２６分と長く、契約にない付帯作業等による長時間労働、価格競争に伴う激しい取引環境・雇用環
境等、物流業界における課題は深刻化しており、人手不足の原因となっている。
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表記 集計範囲

1  積水ハウス 積水ハウス（株）

2  積水ハウスおよび国内主要グループ会社

（鴻池組除く）

積水ハウス（株）

積水ハウス不動産グループ

積水ハウス建設グループ 

積水ハウスリフォーム（株）

積水ハウス ノイエ（株）

3  積水ハウスおよび国内主要グループ会社 積水ハウス（株）

積水ハウス不動産グループ

積水ハウス建設グループ 

積水ハウスリフォーム（株）

積水ハウス ノイエ（株）

（株）鴻池組および国内子会社

4  積水ハウスおよび国内グループ会社

5  積水ハウスグループ 積水ハウス（株）と連結子会社すべて

【企業事例Ⅰ】 大和物流（大和ハウスの完全子会社）

多様な働き方の実現に向けた人事制度の改定について

大和物流株式会社は、本年4月1日から、優秀な人材の確保・定着を促進し、
多様な人材が働きやすい職場環境の構築に向けて、人事制度の改定を行いま
した。主な施策の具体的内容は以下の通りです。

「地域総合職」への転換制度の拡充

 社員一人ひとりのワーク・ライフ・バランスの実現をサポートするため、転居を伴う異動が無い「地域
総合職」への転換制度を拡充するとともに、「地域総合職」での中途採用を開始しました。
●背景

 従来、当社では、新たに採用する業務職（※1）の社員について、勤務地を限定しない「全国総合職」
を原則としていましたが、子育てや介護中の社員でも安心して仕事を続けられる環境を整えるため、
昨年4月1日から、育児や介護の事由がある場合は、転居を伴う異動が無い「地域総合職」への転換
を申請できる制度の運用を開始しました。
 そしてこのたび、本人の希望に応じた、より多様な働き方に対応できるように、育児や介護以外の
事由であっても「地域総合職」への転換を申請できる制度へと再改定を実施しました。また、各事業
所の新規事業立上げによる人員強化のため、中途採用者を「地域総合職」として採用することを開
始しました。
（※1）会社の事業運営上の基幹業務を中心としたあらゆる業務を行う職員

●制度改定の概要
 「地域総合職」への転換は、一定の基準を満たした社員を対象とし、勤務エリアの選択（申請）が
可能となります。

出所：大和物流ホームページ プレスリリース2023.5.31 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 71
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考えられる効果 考えられる懸念点

社員の報酬にプレミアム加算

（例）
①新基本給（社員）
＝現行基本給×105％

②社員を対象とした「プレミア
ム手当」を20,000円／月支給

・転勤の制約がない社員優遇の強いメッ
セージ効果が考えられる。地域水平展開を
急速に図りたい場合に効果が大きいと思わ
れる。

・勤務地限定正社員に報酬減額がなく、社
員と並行して地域密着型人材を活用したい
場合に有効であると思われる。

・社員の選択者が多い場合、人件費コス
トパフォーマンスが低下する懸念がある。

・社員の選択者が多い場合、社員の中で
転勤（異動）頻度の高い社員と、低い社
員の間で不公平感が生じる懸念がある。
⇒自社の計画的な人事ローテーションの
実施方針を確認することは必要。

限定正社員に格差を設定

（例）
基本給（限定）
＝基本給×75％

・会社としての人材活用の裁量権を制限さ
せる可能性のある（異動等）勤務地限定希
望者を抑制する上では一定の効果は想定で
きる。

・会社の人材活用上、制約のある社員（限
定）の人件費の抑制等、人件費コストパ
フォーマンス向上には一定程度有効と思わ
れる
⇒経営視点からの人件費の検討は必要

・報酬減額が多きいため、勤務地限定を
選択しにくく、何らかの事情で選択を希
望する社員の不満を招きやすい懸念は考
えられる。
※多様な正社員の転換ルート設計により異なる

・「社員のワークライフバランスに配慮
が乏しい」、といった会社のマイナス
メッセージを発する懸念は考えられる。

社員・限定正社員の両制度に差
をつけない／限定正社員の格差
を小さく設定

（例）
基本給（限定）
＝基本給×97％

・勤務地限定選択を推奨する（多様な働き
方）強いメッセージ効果があり、地域密着
型人材を活用したい場合に効果が大きいと
思われる。

・「社員のワークライフバランスに配慮す
る」といった、会社からのプラスのメッ
セージ効果が期待できる。
⇒若年者はWLBを重視する傾向が強まって
いる。

・勤務地限定の選択者が多い場合、会社
としての人材活用の裁量度がに低下する
懸念は考えられる。

・社員の転勤（異動）頻度が多い場合、
不均衡・不公平感が増大する懸念は考え
られる。

地域限定社員について
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集計範囲

表記 集計範囲

1  積水ハウス 積水ハウス（株）

2  積水ハウスおよび国内主要グループ会社

（鴻池組除く）

積水ハウス（株）

積水ハウス不動産グループ

積水ハウス建設グループ 

積水ハウスリフォーム（株）

積水ハウス ノイエ（株）

3  積水ハウスおよび国内主要グループ会社 積水ハウス（株）

積水ハウス不動産グループ

積水ハウス建設グループ 

積水ハウスリフォーム（株）

積水ハウス ノイエ（株）

（株）鴻池組および国内子会社

4  積水ハウスおよび国内グループ会社

5  積水ハウスグループ 積水ハウス（株）と連結子会社すべて

【企業事例Ⅱ】 コクヨサプライロジスティックス（コクヨの完全子会社）

コクヨグループのコクヨサプライロジスティクス株式会社では、6月１日（木）から、物流センター含め
管理する８つの全事業拠点に勤務する社員にコアタイム無しのフレックスタイム制度を導入。

✓働きやすい職場環境への改善を通して、社員のワークライフバランス向上の為に様々な施策を
行っている。

✓スタッフ部門ではコアタイム無しのフレックスタイム制度を2018年7月より導入していたが、対象を
物流センター勤務者含む全社員へと拡大した。

✓該社では物流現場の月ごと、日ごとまた1日のうちの入出荷量波動によってもたらされる業務時間
への影響を課題としていた。フレックスタイム制度を導入することで業務の
繁閑に応じ、業務時間を社員が自律的に選択できるようになり、可処分時間の創出や心身的負担
軽減に繋がると考えている。
✓物流業界では翌年に迫った2024年問題（トラック運転手への労働時間規制）や、少子高齢化に伴
う労働力の減少等多くの問題を抱えている。コアタイム無しのフレックスタイム制度を導入すること
で、多様な人材が自分らしく働ける事やワークライフバランスの向上を後押しし、物流現場での人材
獲得と定着化を目指す。

■ 全事業拠点へのフレックスタイム導入概要
（2023年5月31日まで）
16種類のシフト勤務
（シフト例：08時45分～17時30分 、10時00分～18時45分、13時00分～21時45分）
（2023年6月1日から）
コアタイム無しフレックス勤務

＜参考＞
■ ワークライフバランス向上に向けた取り組み

2023年04月01日から
・健康増進の為の福利厚生制度拡充
・個人のスキル向上促進、能力向上の為の制度導入

Copyrights©Parite ,All Right Reserved 73出所：コクヨサプライロジスティックス ホームページ
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【⑤の動向】 社会保険の適用要件早見表

対象 ２０２２年９月末まで ２０２２年１０月～

（現行）

２０２４年１０月～

（改正）

特定適用事業所 被保険者の総数が
常時500人超

被保険者の総数が
常時100人超

被保険者の総数が
常時50人超

短時間労働者 1週の所定労働時間
が20時間以上

変更なし 変更なし

月額88,000円以上 変更なし 変更なし

継続して1年以上使

用される見込み

継続して2カ月を超えて

使用される見込み
変更なし

学生でないこと 変更なし 変更なし

出所：日本年金機構 ホームページ

法改正社会保険の適用拡大
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適用拡大以前からの加入対象（義務的適用）

労使合意に
基づく任意
の適用

②

2024年10月～

51人～100人

（義務的適用）

①

2022年10月～

101人～500人

（義務的適用）

2016年10月
501人以上

（義務的適用）

50人 100人 500人 従業員数

20時間

30時間

週の所定労働時間

法律改正

社会保険の適用拡大イメージ



【⑥の動向】 新たな雇用率の設定について

１．新たな雇用率の設定について

◼ 令和５年度からの障害者雇用率は、2.7％とする。
ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和５年度においては2.3％で据え置き、令和６

年度から2.5%、令和８年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。

２．除外率の引下げ時期について

◼ 除外率を10ポイント引き下げる時期については、昨年６月にとりまとめられた障害者雇用分科会の意見書も
踏まえ、雇用率の引上げの施行と重ならないよう、令和７年４月とする。

11

○障害者雇用促進法に基づき、労働者（失業者を含む）に対する対象障害者である労働者（失業者を含む）の割合を基準と
し、少なくとも５年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされている。

○ 現行の雇用率は、平成30年４月からの雇用率として設定されており、令和５年度からの雇用率を設定する必要がある。

R５.４ R６.４ R７.４ R８.４ R９.４ R10.４～

分科会で 政省令

諮問 の公布

政省令
の公布

R５.１

2.5％

2.7％

除外率の引下げ

2.3％

Ｒ10年度から
の雇用率

分科会で
議論

（2024.4） （2026.4） （2028.4）障害者を1人以上雇用する
義務が生じるのは、

・現行2.3％→44人以上
・2024年度2.5％→40人以上
・2026年度2.7％→37.5人以上

（2025.4） （2027.4）

出所 ： 厚生労働省第 1 2 3 回労働政策審議会障害者雇用分科会資料 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 76

障害者雇用率の引上げ



Copyrights©Parite ,All Right Reserved 77

障害者雇用納付金制度とは

✓障害者の雇用数が法定
雇用率を満たさなかった
企業は、障害者雇用促
進法に基づき、不足する
障者数に応じて1人につき
月額50,000円の
「障害者雇用納付金」
を納付しなければならない。

✓法定雇用率を満たした
企業で一定の条件に合致
した企業には、
「障害者雇用調整金」又は
「報奨金」が支給される。
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【企業事例】 スターバックスジャパン

世界で5か国目となる手話が共通言語となる店舗（サイニングストア）

■誰もが自分らしく輝ける環境づくりを追求
スターバックスはこれまでも私たちが掲げるミッション＆バリューズを基盤に、人と人のつながりを大切にし、誰も
が自分の居場所と感じられる環境づくりを追求してきました。共に働く仲間を「パートナー」と呼び、お互いを尊重し
認め合い、パートナーが自分自身の能力を最大限発揮できる環境を創るため、会社として積極的な投資をしてい
ます。2018年からはダイバーシティ＆インクルージョンのテーマとして「NO FILTER」を掲げ、パートナー・お客様に
関わらず様々な違いを超えてすべての人を温かく迎え入れ、認め合い、そして一人ひとりが自分らしくいられる社
会の実現を目指しています。
■障がいという個性が輝く居場所
誰もが活躍できる職場であるために、スターバックスでは、障がいが理由で何らかのサポートが必要なパート
ナーを支援する「チャレンジパートナーサポートプログラム」を策定し、2002年より運用を開始しています。チャレン
ジパートナーサポートプログラムには、より自身のパフォーマンスを発揮するための専用トレーニングツールやサ
ポートツールの提供、勤務時間など働き方の調整、業務を通じて成長していくためのコーチング制度などが組み
込まれています。現在、スターバックスには、350名を超えるチャレンジパートナー(障がいのあるパートナー)が所
属し、そのほとんどが店舗で勤務をしています。この制度を活用することで、一人ひとりの個性や特性に沿ったサ
ポートが得られ、本来の能力を最大限発揮しながら持続的に活躍できる職場を実現しています。

手話でのオーダーに加えて、音声や指差し、筆談でも注文可能                              手話を学べるデジタルサイネージ導入。商品の受け取り番号も表示

インクルージョン
＆

ダイバシティ

店舗のコンセプトは“Infinite Possibilities（無限の可能性）

出 所 ： ス タ ー バ ッ ク ス ジ ャ パ ン  ホ ー ム ペ ー ジ
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【⑦の動向】 労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項の追加
労働条件明示ルールの変更



2025年施行の法改正

⑧高年齢雇用継続給付の見直し
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【⑧の動向】 高年齢雇用継続給付の引下げ

高年齢雇用継続給付金とは、雇用保険の被保険者期間が５年以上ある60歳以上65歳未満の労働
者を対象とした給付金のこと。現行では、60歳以降の賃金が60歳時点の７５％未満となった労働者
に「最大15％」の給付金が支給されているが、2025年4月1日からは「最大１０％」に縮小される。

現行 2025年4月～

賃金の最大１５％ 賃金の最大１０％

給付金が減額される一方で、高年齢者雇用安定法では高年齢者の失業を防ぐため、企
業に対して下記の①～③のいずれかの措置を義務付けている。
①65歳までの定年年齢の引上げ
②定年制廃止
③65歳までの継続雇用制度導入（再雇用制度・勤務延長制度）

上記に加えて、2021年4月施行の法改正により「70歳までの高齢者就業確保措置」が努

力義務となったこともあり、高年齢者が働き続ける社会をつくることで、「高年齢者雇用継
続給付」は将来廃止することも検討されている。

現状では多くの企業が「高年齢雇用継続給付」に加えて、老齢厚生年金の支給も加味し、
60歳以降の賃金を設定している。法改正後は給付金が減少するため、従業員の所得の低

下につながる。高年齢者に不合理な賃金格差を設けることは法令違反となる可能性があ
り、同一労働同一賃金の観点からも留意が必要である。高年齢者の自社の活用戦略を明
確化し、賃金制度・評価制度の見直しに早めに着手する必要がある。

高年齢雇用継続給付の見直し



社
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人財の育成・開発 187

ダイバーシティ& インクルージョン 192
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地域社会との共生 210

サプライチェーン・マネジメント 216

集計範囲

表記 集計範囲

1  積水ハウス 積水ハウス（株）

2  積水ハウスおよび国内主要グループ会社

（鴻池組除く）

積水ハウス（株）

積水ハウス不動産グループ

積水ハウス建設グループ 

積水ハウスリフォーム（株）

積水ハウス ノイエ（株）

3  積水ハウスおよび国内主要グループ会社 積水ハウス（株）

積水ハウス不動産グループ

積水ハウス建設グループ 

積水ハウスリフォーム（株）

積水ハウス ノイエ（株）

（株）鴻池組および国内子会社

4  積水ハウスおよび国内グループ会社

5  積水ハウスグループ 積水ハウス（株）と連結子会社すべて

【企業事例】 大和物流（大和ハウスの完全子会社）

多様な働き方の実現に向けた人事制度の改定について

大和物流株式会社は、本年4月1日から、優秀な人材の確保・定着を促進し、多
様な人材が働きやすい職場環境の構築に向けて、人事制度の改定を行いました。
主な施策の具体的内容は以下の通りです。

60歳到達職員の処遇改善
シニア社員のさらなる活躍を推進するため、60歳で一律に設定されている役職定年を廃止するとと
もに、給与などの処遇を改善しました。

●背景
当社では、豊富な経験・ノウハウを持ったシニア社員に長く活躍してもらうため、2013年4月1日から
65歳定年制を導入しましたが、現行の制度では、60歳到達以降の給与・賞与などの処遇が一定水
準低下する設定となっていました。
今後ますます人材の確保が困難になることが予想されている中で、貴重なシニア社員の流出抑止
やモチベーションの向上を目的として、60歳到達以降の処遇改善を行う制度改定を実施しました。

●制度改定の概要
本年4月1日から、年齢だけを理由とした役職定年や給与・賞与などの処遇の引き下げを廃止します。
また、60歳到達以降も同等の処遇、評価に基づく昇給・昇格を継続していきます。ただし、「全国総
合職」の60歳到達者のうち、部門のライン長以外の者については、後記の「地域総合職」へ転換す
ることとなります。

出所：大和物流ホームページ プレスリリース2023.5.31 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 82
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2  積水ハウスおよび国内主要グループ会社

（鴻池組除く）

積水ハウス（株）

積水ハウス不動産グループ

積水ハウス建設グループ 

積水ハウスリフォーム（株）

積水ハウス ノイエ（株）

3  積水ハウスおよび国内主要グループ会社 積水ハウス（株）

積水ハウス不動産グループ

積水ハウス建設グループ 

積水ハウスリフォーム（株）

積水ハウス ノイエ（株）

（株）鴻池組および国内子会社

定年後再雇用の賃金を巡る注目の最高裁判決、7月20日に

出所：日本経済新聞2023.6.23 Copyrights©Parite ,All Right Reserved 83

【事案の概要】
定年後再雇用で賃金を下げられたのは不当だとして、名古屋自動車学校（名古
屋市）の元社員の男性二人が同社に定年前の賃金との差額分の支払いを求めた
訴訟。
原告の二人は教習指導員として同社で勤務、2013年～14年に60歳で定年を迎え
た。その後、65歳まで嘱託社員として勤務。仕事内容などは定年前と変わらなかっ
たが、退職後の基本給は4～5割ほどに減った。
訴訟ではこうした対応が、2013年施行の労働契約法旧20条が禁じる「不合理な
待遇差」にあたるかが争われている。

2020年10月の名古屋地裁判決では、「労働者の生活保障の観点からも、看過し
がたい水準に達している」と指摘。嘱託社員時の基本給や賞与が正社員のときの
60％を下回るのは不合理として、同社側に対して計約625万円を原告側に命じ、
2022年3月の二審・名古屋高裁判決もこれを支持した。

定年後再雇用で賃金６割未満 違法性の判断

差額分の賠償を命じた一、二審判決が見直される可能性があり、正社員か否かで生じる
基本給の格差について最高裁が初判断を示すとみられている。

●旧労働契約旧２０条とは

「有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違は、期間の定めのあることにより不合理なものであってはならない」と規定されていた。現在本条文は削除され、パートタイ ム・有
期雇用労働法第８条に統合された。



３． その他、今後動きのありうそうな主な法改正
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その他、今後動きのありそうな主な法改正

●育児・介護休業法
改正法附則による法施行後５年経過の見直し
厚労省「仕事と育児介護の両立支援制度の検討会」報告書公表

●労働基準法
改正法の附則による法施行後５年経過の見直し
厚労省「新しい時代の働き方に関する研究会」設置 議論継続

●次世代育成支援対策法
２０２４年度（令和６年度）までの時限立法
厚労省「仕事と育児介護の両立支援制度の検討会」報告書において、同法の延長及び仕組みの活用を提言

●女性活躍推進法
２０２５年度（令和７年度）までの時限立法

●LGBT法（性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律）
２０２３年６月１６日 参院本会議可決・成立(議員立法による理念法）、同月２３日施行

●特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更（令和５年６月９日、閣議決定）
・熟練した技能を有する外国人向けの在留資格である「特定技能２号」の対象分野を11分野に拡大する方針を閣議決定した。

  現行の２分野（建設、造船・船用工業）に９分野（ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、
航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業）を追加する。「特定技能２号」は要件を満たせば家族の帯同が可能。
在留期間の上限は無く、３年、１年又は６カ月ごとに更新する。
・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令（平成３１年３月
１５日法務省令第六号）等を改正し、その施行をもって開始される。（施行時期未定：6/15現在）

●技能実習生制度の廃止、新制度へ移行へ（令和５月１１日 関係閣僚会議に中間報告を提出）

・出入国在留管理庁の「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が中間報告をとりまとめ
・現行の技能実習制度を廃止し、人材確保と人材育成を目的とする新制度の創設を検討することや、技能実習生の転籍制限を
緩和することなどを提言
・中間報告で示した検討の方向性に沿って具体的な制度設計について議論し、2023年秋をめどに最終報告をとりまとめる予定。
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経団連、在留資格「特定技能2号」の対象分野拡大を要望

特定技能制度は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外
国人を受け入れる制度であり、2019年の開始から3年が経過している。
現行制度では、技能水準等の要件により、特定技能1号（14分野）、特定技能2号（2分野）に分けられている。
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格として、
建設業、造船・舶用工業の2分野に限定して認められている。また、特定技能2号では在留期間の上限はなく、
家族の帯同が可能となる。一方、特定技能1号については、通算で上限5年までの在留であることから、受入
れ企業が中長期的な視点に基づく人材育成をすることができない。また、制度開始から3年以上が経ち、在留
期間上限の5年に近づく外国人が2024年には現れることになる。
そこで、建設業、造船・舶用工業分野以外でも、一定の技能水準を条件として特定技能2号に移行できるよ

う早期に制度整備すべきである。
これにより、企業による中長期的な人材育成が可能となるとともに、日本で技能を向上させた特定技能外国
人が日本国内でさらに活躍する環境を整備することができる。

出所：経団連 ２０２２年度規制改革要望

◎出入国在留管理庁は、特定技能について、最長5年の有効
期限を更新できる対象業種を事実上広げる方向で調整を
進めていた。

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更に向けて
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特定技能２号の対象分野拡大について、企業の声は

●三菱ふそうトラック・バス

「1号」の外国人を約200人抱える商用車大手。
5年の期限により、長期的な人材育成に難しさがあった。家族と暮らせなかった
問題も解消できる。

●全国農業協同組合中央会
高齢化、人手不足の中で前向きな決定。

●すかいらーくホールディングス
優秀な外国人材の確保や技術力の向上につながる

●宿泊業界関係者
試験の実施時期などはまだ公表できない。対応を急ぐ。

★航空業界
日本語習得などの条件があり、すぐに日本で働けるわけではない。
円安の状況では日本円で給料をもらっても目減りしてしまうため、日本で
働くことが敬遠される可能性もある。

★自動車整備業界
日本の若い人材に関心を持ってほしい・・・

出 所 ： 時 事 通 信 社 2 0 2 3 . 6 . 1 4 「 産 業 界 は 歓 迎 、 人 手 不 足 、 早 期 解 消 に は 課 題 も
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技能実習生制度の廃止、新制度へ①

出所 ： 独立行政法人労働政策研究研修機構ホームページ  スペシ ャル ト ピ ッ ク

現行制度
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技能実習生制度廃止、新制度へ② キーワードは「人材確保」と「育成」

出所 ：技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議中間報告書



大きな代償を負うリスク
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法的制裁

社会的制裁

不法就労助長罪
働くことがみとめられない外国人を雇った事業主やその雇用をあっせん

した者は、『3年以下の懲役』若しくは『300万円以下の罰金』又はその併
科になる。

※外国人である事業主が不法就労助長行為を行うと、強制退去となる。

企業コンプライアンスへの取り組みが社会的注目を集めるなか、不法就
労者の雇用が発覚した場合、消費者、取引先、業界団体等からの信用・信
頼を失い、

企業イメージが悪化
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外国人労働者を巡るトラブルの一例

出所：日本経済新聞2022.2/3，4/19,6/21,10/10

➢ 地方の縫製工場での賃金未払い
コロナ事業で長時間労働。2019年以降、月100時間を超える違法な残業が常態化。
一人につき、少なくとも160万円の賃金見未払いが生じており、総額は11人で少
なくとも計1,760万円に上る。

➢ 有名な洋菓子製造会社での特定技能をめぐるトラブル
待遇を巡って特定技能で働くベトナム人従業員と対立。主導した従業員4名に計
200万円の損害賠償を請求。地域労働組合が支援し、労組側が示した和解条件
を同社が全面的に受け入れ和解、損害賠償請求と刑事告訴を取り下げ。和解金
を支払う。この過程を出入国在留管理庁が受入れ要件に抵触していないか等を
調査。

➢ 技能実習生ら、「妊娠したら帰国」
広島地裁：出産直後の女児を放置し死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪な
どに問われたベトナム女性の元実習生に対し、懲役3年、執行猶予4年の判決を言
いわたした。
熊本地裁：死産した双子の遺体を段ボール箱に入れ放置したとして、ベトナム女
性の実習生が死体遺棄罪で起訴された。一審・熊本地裁と二審・福岡地裁は執行
猶予つきの有罪判決。
関連法令：男女雇用機会均等法第9条3項「妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い禁止」
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企業に求められる人権問題への対応

出所：経済産業省2022.9.13

◎人権尊重への取組は、企業が直面する
経営リスクを抑制することに繋がる。
具体的には、例えば、人権侵害を理由と
した製品・サービスの不買運動、投資先
としての評価の降格、投資候補先からの
除外・投資引き揚げの検討対象化等のリ
スクが抑制され得る。また、大企業のみ
ならず、中小企業にとっても、人権侵害
を理由に取引先から取引を停止される可
能性は重大な経営リスクである。

◎人権尊重の取組を実施し適切に開示し
ていくことで、企業のブランドイメージ
の向上や、投資先としての評価の向上、
取引先との関係性の向上、新規取引先の
開拓、優秀な人材の獲得・定着等に繋が 
り、国内外における競争力や企業価値の
向上が期待できる。 このように、人権尊
重に向けた取組は、企業がその責任を果
たすという点だけでな く、その結果とし
て、経営リスクの抑制や企業価値の向上
という視点でも企業にとって 大きな意義
を持つ。
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本日は、皆様の貴重なお時間を
いただきまして

ありがとうございました。

少しでも皆様のお役に立つことが
ありましたら幸いです。

本レジュメは2023年6月26日現在の内容です。
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